
 

個人情報ファイル簿 
 

１ 個人情報ファイルの名称 地産地消応援団一覧ファイル 

２ 行政機関等の名称 岐阜県知事 

３ 
個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

農政部 農産物流通課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 応援団メンバーの管理 

５ 記録項目 １氏名 ２住所 ３電話番号 ４メールアドレス 

６ 記録範囲 応援団登録者 

７ 記録情報の収集方法 応援団登録希望者からのインターネットによる登録申請 

８ 
要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名称）岐阜県農政部 農産物流通課 

（所在地）〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 

11 
訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

12 個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第7項に該当する

ファイル 

    □有 ■無 

13 
行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

14 
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名称）岐阜県農政部 農産物流通課 

（所在地）岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 

15 
行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 



16 
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

17 
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

18 備   考  

 

  



 

個人情報ファイル簿 
 

１ 個人情報ファイルの名称 農薬管理指導士リスト（原簿） 

２ 行政機関等の名称 岐阜県知事 

３ 
個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

農政部農産園芸課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
岐阜県農薬管理指導士の認定及び認定期間更新のために利

用する。 

５ 記録項目 
１氏名住所、２生年月日、３電話番号、４認定番号、５認

定年月日 

６ 記録範囲 
岐阜県農薬管理指導士に認定された者（認定期間３年）及

び認定失効後１年以内の者 

７ 記録情報の収集方法 

岐阜県農薬管理指導士養成研修受講申込書及び岐阜県農薬

管理指導士認定期間更新願い、岐阜県農薬管理指導士編

入・認定願い、変更届による。 

８ 
要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名称）岐阜県農政部農産園芸課 

（所在地）岐阜市薮田南２－１－１ 

11 
訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

12 個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第7項に該当する

ファイル 

    □有 ■無 

13 
行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

14 
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名称）岐阜県農政部農産園芸課 

（所在地）岐阜市薮田南２－１－１ 

15 
行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 



16 
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

17 
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

18 備   考  

 

 

  



 

個人情報ファイル簿 
 

１ 個人情報ファイルの名称 家畜人工授精師名簿 

２ 行政機関等の名称 岐阜県知事 

３ 
個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

農政部家畜防疫対策課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 家畜人工授精師免許事務のために利用する。 

５ 記録項目 

１氏名、２本籍地都道府県名、３住所、４生年月日、５免

許番号、６免許年月日、７免許の区分（家畜の種類、業務

の別）、８受講した講習会の種類、９修業試験合格年月日 

６ 記録範囲 家畜人工授精師免許申請書を提出した者 

７ 記録情報の収集方法 家畜人工授精師免許申請書 

８ 
要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 
 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）岐阜県農政部 家畜防疫対策課 

（所在地）〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 

11 
訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

12 個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第7項に該当する

ファイル 

    ■有 □無 

13 
行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

14 
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）岐阜県農政部 家畜防疫対策課 

（所在地）〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 

15 
行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 



16 
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

17 
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

18 備   考  

 

 

  



 

個人情報ファイル簿 
 

１ 個人情報ファイルの名称 ぎふの田舎応援隊名簿 

２ 行政機関等の名称 岐阜県知事 

３ 
個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

農政部 農村振興課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
「ぎふの田舎応援隊」の登録番号や連絡先の確認、本人確

認に利用する。 

５ 記録項目 

1登録番号、2登録日、3申請日、4氏名、5生年月日、6住

所、7電話番号、8メールアドレス、９知ったきっかけ、10

登録動機 

６ 記録範囲 登録申請者（団体の場合は登録申請団体の代表者） 

７ 記録情報の収集方法 ぎふの田舎応援隊 隊員登録申込の申請による 

８ 
要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名称）岐阜県農政部 農村振興課 

（所在地）〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 

11 
訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

12 個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第7項に該当する

ファイル 

    ■有 □無 

13 
行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

14 
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名称）岐阜県農政部農村振興課 

（所在地）岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 

15 
行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 



16 
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

17 
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

18 備   考  

 

 

  



 

個人情報ファイル簿 
 

１ 個人情報ファイルの名称 学生名簿 

２ 行政機関等の名称 岐阜県知事 

３ 
個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

農政部農業大学校 

４ 個人情報ファイルの利用目的 学籍管理 

５ 記録項目 入学年度/学籍番号/氏名（生年月日）/出身学校/性別 

６ 記録範囲 全在学者 

７ 記録情報の収集方法 入学試験願書、学生調査書 

８ 
要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む。 

９ 記録情報の経常的提供先 ‐ 

10 
 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名称）岐阜県農政部農業大学校 

（所在地）〒509-0241 岐阜県可児市坂戸938 

11 
訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

‐ 

12 個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第7項に該当する

ファイル 

    □有 ■無 

13 
行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

14 
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名称） 

（所在地） 

15 
行政機関等匿名加工情報の概
要 

‐ 



16 
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

‐ 

17 
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

‐ 

18 備   考  

 


